
NPO法人 上州アスリートクラブ 

 クラブ会員規約 
 
 

第１条 【名称および所在】 

 当クラブは、「上州アスリートクラブ」と称し、事務局を群馬県高崎市末広町187-１ ベルメゾン末

広 E-305に置く。 

  

第２条 【目的】 

 当クラブは、陸上競技（ランニング・かけっこ）を中心に、『走ることはスポーツの基本』をメイン

コンセプトとしながら、地域の子どもたちや住民のみなさまがスポーツに積極的に参加し、楽しめる

風土を提供し、地域住民、地域行政、地域社会等の各ステークホルダーと連携・協業していきながら

スポーツ振興を図ることを目的とする。 

 

第3条 【入会資格】 

 当クラブに入会できる方は、当クラブの趣旨に賛同した男女とする(未成年者については保護者の同

意が必要)。 

 

第4条 【入会手続き】 

 入会希望者は、所定の入会手続きを行い、定める入会諸経費(年会費、月会費など)を納入しなければ

ならない。 

※入会時は、申込書、年会費、月会費（1か月分）、写真2枚（4×3cm）、指定銀行口座名、口座番号、

銀行届出印を持参。◎指定銀行は「群馬銀行」とする。 

 

第5条 【会員証】 

 当クラブは、会員に対して会員証を交付する。尚、会員証は当クラブの活動に参加するときには会

員証を持参しなければならない。 

 

第6条 【会費】 

 会費は、年会費（スポーツ傷害保険含む）、月会費とする。会費の金額および支払方法、支払期限等

については当クラブが定めるものとする。 

※月会費は指定銀行口座（群馬銀行）から自動引き落としとし、毎月27日に翌月分を引き落とす。 

 

第7条 【休会】 

 会員は、ケガなどの諸事情により1ヶ月以上休会を希望される場合、前月の15日までに休会届けを提

出し、その旨を事務局まで申し出なければならない。 
※届け書の提出が無い場合は、会費は通常通り引き落とす。 

 

第8条 【退会】 

 会員は、退会を希望される場合、前月の15日までに退会届けを提出し、その旨を事務局まで申し出

なければならない。 

※届け書の提出が無い場合は、会費は通常通り引き落とす。 

 

第9条 【更新】 

 更新は、会員の退会の意思表示がない場合、自動更新とする。ただし、休会・退会を希望するもの

は、第7条・第8条に記している手続きを行わなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 



第10条 【除名】 

 当クラブでは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名

することができる。 

(1) クラブの定める諸経費につき、やむをえない理由を除き、3ヶ月以上滞納し、請求があっても

完済しないとき 

(2) 規約、その他当クラブが定める規則に違反したとき。 

(3) クラブの名誉、信用を損なう、または秩序を乱したとき。 

(4) その他、会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。 

 

第11条 【会費の不返還】 

 一旦納入された会費は、ケガ、病気等のやむをえない理由を除き、一切返還しない。 

 

第12条 【年会費の適応期間】 

 当クラブの年会費の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する(第14条に記してい

るスポーツ傷害保険手続きの関係のため)。 

 

第13条 【総会】 

 クラブの総会は毎年一度、定期総会を開催する。但し、重要決議事項が発生した場合、臨時に召集

することもある。総会は、クラブの会員で構成し、重要事項を審議する。 

 

第14条 【保険】 

 当クラブ会員は、入会と同時にスポーツ傷害保険に加入する。有効期間は毎年度末のため、毎年4月

に新しく更新することとなる。途中入会者の場合、保険適応期間は、入会時から3月末までとなる。 

 

第15条 【規約の更新】 

 この規約は、クラブ総会出席者の2分の1以上の同意を得て改正することができる。 

 

第16条 【附則】 

 本規約は2011年4月1日より施行する。 


